
 

飯
田

市
屋

外
広

告
物

安
全

管
理

指
針

 

 

平
成

2
9
年

１
月

2
6
日

制
定

 

 第
１

 
趣

旨
 

 
本

指
針

は
、
飯

田
市

屋
外

広
告

物
条

例
（

平
成

1
9
年

飯
田

市
条

例
第

4
3
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）
に

規

定
す

る
屋

外
広

告
物

又
は
こ

れ
を

掲
出
す

る
物

件
（
以

下
「

広
告
物

等
」
と

い
う

。
）
を

表
示
し

、
設

置
し
、
又

は

管
理

す
る

者
（

以
下

「
管
理

者
等

」
と
い

う
。
）

に
よ
る

自
主

点
検
（

以
下

「
点
検

」
と

い
う

。
）

に
関

し
必
要
な

基
本

的
事

項
を

定
め

、
公
衆

へ
の

危
害
の

防
止

及
び
良

好
な

景
観
の

育
成

若
し
く

は
風

致
の
維

持
を

図
る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

 第
２

 
適

用
の

範
囲
 

 
本

指
針

の
対

象
と

す
る
広

告
物

等
は
、

次
の

各
号
に

掲
げ

る
広
告

物
等

以
外
の

広
告

物
等
と

す
る

。
 

（
１

）
 は

り
紙

、
は
り

札
、

立
看
板

類
、

広
告
幕

類
及

び
ア
ド

バ
ル

ー
ン
 

（
２

）
 壁

面
等

に
描
か

れ
た

も
の
 

（
３

）
 前

２
号

に
掲
げ

る
も

の
に
類

す
る

簡
易
な

も
の
 

（
４

）
 法

令
の

規
定
に

よ
り

表
示
又

は
設

置
が
義

務
付

け
ら
れ

て
い

る
も
の

 

 第
３

 
用

語
の

定
義
 

 
本

指
針

に
お

け
る

用
語
の

定
義

は
、
次

に
掲

げ
る
と

お
り

と
す
る

。
 

 
(
１

)
 

「
目

視
点

検
」
と

は
、

目
視
に

よ
る

点
検
を

行
う

こ
と
。

こ
の

場
合
、

通
常

立
入
可

能
な

場
所
か

ら
で

き
る

限
り

対
象

物
に

近
づ
き

、
実

効
性
の

あ
る

点
検
を

行
う

も
の
と

す
る

。
 

 
(
２

)
 
「
標

準
点

検
」
と

は
、
概

ね
6
0
セ

ン
チ

メ
ー
ト

ル
に

近
づ
い

て
の

目
視
、
触

診
、
打

音
そ

の
他

に
よ
り

点
検

を
行

う
こ

と
。
こ

の
場
合

、
外

部
だ

け
で

な
く

外
装
材

を
外

し
て
の

内
部

点
検
も

行
う

も
の
と

す
る
。
 

 
(
３

)
 

「
詳

細
点

検
」
と

は
、

測
定
器

具
を

用
い
広

告
物

等
を
構

成
す

る
部
材

に
つ

い
て
詳

細
な

計
測
や

検
査

を
行

う
こ

と
。

こ
の

場
合
、

広
告

物
等
の

種
類

に
応
じ

必
要

な
点
検

個
所

に
つ
い

て
寸

法
等
の

測
定

及
び

強
度

等
の

試
験

等
を

行
う
も

の
と

す
る
。

 

 第
４

 
点

検
の

実
施
 

１
 

広
告

物
等

の
管

理
者
等

は
、

日
常
の

補
修

そ
の
他

の
管

理
に
加

え
、

広
告
物

等
を

表
示
し

、
設

置
し
、

又
は

改
造

し
た

と
き

及
び

そ
の
後

３
年

以
内
ご

と
に

、
次
に

掲
げ

る
と
こ

ろ
に

よ
り
広

告
物

等
の
種

類
、

材
質
、
経

過
年

数
及

び
設

置
状

況
に
応

じ
必

要
な
点

検
を

行
い
、

当
該

広
告
物

等
の

安
全
性

を
確

認
し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

(
１

)
 

点
検

時
期

及
び

点
検

方
法

は
、

別
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
２

)
 

点
検
は

、
目

視
点
検

及
び

標
準
点

検
を

基
本
と

し
、

広
告
物

等
の

状
態
を

正
確

に
把
握

で
き

る
方
法
に

よ
り

行
う

こ
と

。
 

(
３

)
 

目
視
点

検
又

は
標
準

点
検

を
実
施

し
て

も
、
な

お
、

安
全
性

の
判

断
が
で

き
な

い
場
合

は
、

詳
細
点
検

に
よ

り
広

告
物

等
の

状
態
を

確
認

す
る
こ

と
。
 

(
４

)
 

突
風
、

降
雪

、
台
風

、
地

震
等
の

災
害

が
予
測

さ
れ

若
し
く

は
発

生
し
た

場
合

に
あ
っ

て
、

広
告
物
等

の
安

全
性

へ
の

影
響

が
あ
る

と
認

め
ら
れ

る
時

は
、
直

ち
に

点
検
を

実
施

す
る
こ

と
。
 

(
５

)
 

点
検

箇
所

及
び

点
検

項
目

（
以

下
「

点
検

個
所

等
」

と
い

う
。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事
項

を
基

本
と
し
、

適
切

な
点

検
方

法
に

よ
り
異

常
の

有
無
を

確
認

す
る
こ

と
。

な
お
、

点
検

個
所
等

は
、

広
告
物

等
の

種
類

又
は

形
状

等
に

応
じ

て
適
宜

増
減

す
る
こ

と
。
 

ア
 

基
礎

部
・

上
部

構
造
 

 
傾

斜
・
ぐ

ら
つ

き
・
ひ

び
・

隙
間
・

さ
び

・
老
朽

化
・

そ
の
他

 

イ
 

支
持

部
 

 
 

 
 
 

 
接

合
部

材
の

腐
食

・
変

形
・

隙
間
・

破
損

、
ボ
ル

ト
及

び
ビ
ス

等
の

さ
び
・

緩
み

・
欠

落
、

滞
水

、
そ
の

他
 

ウ
 

取
付

部
 

 
 

 
 
 

 
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

及
び

プ
レ

ー
ト
の

変
色

・
変
形

・
破

損
、
溶

接
部

・
コ
ー

キ
ン

グ
の

劣
化

・
は

く
離
、

柱
・

壁
・
ス

ラ
ブ

の
取
付

け
箇

所
及
び

周
辺

の
異

常
、

そ
の

他
 

エ
 

表
示

面
 

 
 

 
 

 
 

部
材

の
腐

食
・

破
損

・
剥

離
・

汚
染

・
退

色
・

変
色

等
、

ビ
ス

等
の

欠
落

、

底
部

の
腐

食
・

水
抜

き
孔
の

詰
ま

り
、
滞

水
、

そ
の
他

 

オ
 

照
明

部
 

 
 

 
 
 

 
点

灯
・
発

光
の

不
良
、
部

材
の

破
損
・
変

形
・
さ

び
、
滞

水
、
周
辺

機
器
（

分

電
盤

・
配

線
・

変
圧

器
・
ス

イ
ッ

チ
等
）

の
劣

化
・
破

損
、

そ
の
他

 

カ
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

付
属

部
品

（
装

飾
・

振
れ

止
め

棒
・

鳥
よ

け
・

そ
の

他
）

の
腐

食
・

破
損

、

避
雷

針
の

腐
食

・
破

損
、
そ

の
他
 

２
 

点
検

方
法

の
詳

細
は

、「
屋

外
広

告
物
の

安
全

点
検
に

関
す

る
指
針
（

案
）
」（

国
道

交
通

省
都
市

局
公

園
緑
地
・

景
観

課
）

及
び

「
屋

外
広
告

物
点

検
基
準

（
案

）
」
（
一

般
社

団
法
人

日
本

屋
外
広

告
業

団
体
連

合
会

ほ
か
）
を

参
考

と
す

る
こ

と
。
 

 第
５

 
危

害
防

止
等

の
措
置

 

管
理

者
等

は
、

点
検

の
結
果

、
広

告
物
等

が
公

衆
に
危

害
を

与
え
又

は
良

好
な
景

観
の

育
成
若

し
く

は
風
致
の

維
持

に
害

を
及

ぼ
す

こ
と
が

認
め

ら
れ
た

と
き

は
、
次

に
掲

げ
る
と

こ
ろ

に
よ
り

危
害

防
止
等

の
措

置
を
講

じ
る

こ
と

。
 

(
１

)
 

広
告
物

等
が

、
条
例

第
５

条
第
２

項
及

び
第
３

項
に

規
定
す

る
基

準
に

適
合

し
な

い
と

き
は

、
状
態
に

応
じ

補
修

、
改

修
及

び
撤
去

そ
の

他
必
要

な
措

置
を
直

ち
に

講
じ
る

こ
と

。
特
に

、
倒

壊
又
は

落
下

等
に

よ
り

公
衆

に
危

害
を

及
ぼ
す

お
そ

れ
の
あ

る
場

合
は
、

上
記

の
措
置

と
あ

わ
せ
て

、
必

要
に
応

じ
所

轄
警

察
等

と
連

携
し

、
周

辺
へ
の

立
ち

入
り
制

限
等

、
危
害

防
止

の
た
め

必
要

な
措
置

を
講

じ
る
こ

と
。
 

(
２

)
 

広
告
物

等
の

種
類
、

材
質

等
を
踏

ま
え

た
耐
用

年
数

を
十
分

考
慮

し
、
設

置
後

長
期
間

経
過

し
老
朽
化

が
認

め
ら

れ
る

も
の

は
、
大

規
模

改
修
又

は
撤

去
等
の

対
策

を
講
じ

る
こ

と
。
 

 第
６

 
点

検
記

録
の

作
成
・

保
管
 

１
 

第
４

第
１

項
第

５
号
に

よ
る

点
検
結

果
は

、
広
告

物
等

安
全
点

検
記

録
（
様

式
）（

以
下
「

点
検

記
録

」
と

い

う
。
）
に

よ
り
記

録
す

る
こ
と

。
た

だ
し

、
広

告
物

の
種
類

又
は

形
状
に

よ
り

様
式
に

よ
り

が
た
い

場
合

は
、
こ

れ
に

準
じ

る
書

面
の

作
成
に

替
え

る
こ
と

が
で

き
る
も

の
と

す
る
。

 

２
 

前
項

に
定

め
る

点
検
記

録
は

、
点
検

の
実

施
状
況

が
分

か
る
書

類
（

作
業
の

写
真

、
点
検

を
委

託
し
た

場
合

は
契

約
書

そ
の

他
必

要
な
書

類
）

と
あ
わ

せ
て

、
当
該

広
告

物
が
除

却
さ

れ
る
ま

で
の

間
、
管

理
者

等
関
係
者

が
共

有
し

保
管

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

３
 

第
２

項
に

よ
り

保
管
す

る
点

検
記
録

等
の

書
類
は

、
市

か
ら
報

告
の

求
め
が

あ
っ

た
場
合

は
提

出
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

  備
考

 

本
指

針
は

、
平

成
3
0
年

４
月

１
日

か
ら
運

用
す

る
も
の

と
す

る
。

 

Ⅲ-2-86-1



     （
別

表
）
（

第
４

関
係

）
 

点
検
時

期
 

表
示
・

 

新
設
・

 

改
造
時

 

災
害
時

等
 

※
 

経
過
年

数
 

３
年
目

 
６

年
目

 
９

年
目

 
1
2
年

目
 

1
5
年

目
 

1
6
年

目
以

降
、

１
年
ご

と
 

点
検
方

法
 

標
準
点

検
 

目
視
点

検
 

目
視
点

検
 

標
準
点

検
 

標
準
点

検
 

標
準
点

検
 

標
準
点

検
標

準
点

検
 

上
記

点
検

で
は

安
全

性

の
判

断
が

で
き

な
い

場

合
は

、
標
準

点
検

又
は
詳

細
点
検

を
実

施
 

上
記
点

検
で

は
安

全
性

の
判

断
が

で
き

な
い

場
合

は
、
詳

細
点

検
を
実

施

※
「
災

害
時

等
」

と
は

、
第

４
.
１
(
４
)
に

該
当

す
る
場

合
の

こ
と

。
 

 
 

（
様
式
）
（
第
６
関
係
）

 
広

告
物

等
安

全
点

検
記

録
 

  

住
 
 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 

法
人
に
あ
っ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

該
当
に
○
（
 
表
示
者
 
・
 
設
置
者

 
・
 
管
理
者
 
）
 

 １
 

屋
外

広
告

物
の

安
全

性
（

表
示

者
、

設
置

者
又

は
管

理
者

の
い

ず
れ

か
が

記
入

す
る

こ
と

。
）

 

屋
外

広
告

物
 

の
概

要
 許

可
を

受
け

て
 

い
る

場
合

の
内

容
    

第
 

 
 

 
号

 
（

有
効

期
限

 
 

年
 

 
月

 
 

日
）

 
広

告
物

等
の

 
種

類
及

び
高

さ
 屋

 
上

・
壁

 
面

・
袖

看
板

・
地

 
上

・
そ

の
他

（
 

 
 

 
）

 
高

さ
 
 

ｍ
 ※

屋
上

・
地

上
に

設
置

す
る

も
の

は
、

設
置

面
（

地
面

等
）

か
ら

の
高

さ
。

 
袖

看
板

等
の

壁
面

に
設

置
す

る
も

の
は

、
支

持
部

を
含

め
た

本
体

の
高

さ
。

 
設

置
場

所
  

設
置

年
月

日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

（
 

 
 

 
年

経
過

）
 

点
検

結
果

へ
の

 

対
応

及
び

 

安
全

性
の

判
断

 

□
 
異
常
の
あ
っ
た
箇
所
は
改
善
を
完
了
し
、
安
全
上
の
問
題
は
な
い
。

 
□
 
現
時
点
で
安
全
上
の
問
題
は
な
い
が
、
次
回
点
検
ま
で
の
間
、
補
修
そ
の
他
の
日
常
管
理
を

行
い
、
広
告
物
等
を
良
好
な
状
態
に
保
持
す
る
。

 
□
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 
※
必
要
に
応
じ
裏
面
に
、
点
検
の
結
果
又
は
そ
れ
に
基
づ
く
補
修
等
の
措
置
に
よ
る
改
善
状
況
の
写
真
を
添
付
す
る
こ
と
。

 
  ２

 
点

検
の

実
施

及
び

改
善

状
況

（
以

下
は

、
点

検
・

改
善

を
行

っ
た

者
が

記
入

す
る

こ
と

。
）

 

点
検

者
 

 
点

検
に

資
格

を
要

す
る

規

模
（

高
さ

４
ｍ

超
）

の
場

合
は

点
検

者
の

資
格

名
称

 氏
 

 
名

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 
住

 
 

所
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

℡
 

資
格

名
称

 □屋外広
告
士
 
□
技
能
講
習
修
了
者
 
□
建
築
士
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
）
 

点
検

実
施

日
 

年
 
 
月

 
 

日
 

 ※
許

可
又

は
許

可
の

更
新

に
必

要
な

点
検

は
、
許

可
又

は
許

可
の

更
新

の
申

請

前
6
0
日

以
内

に
行

わ
れ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

点
検

方
法

 □
 
目
視
点
検
 

□
 
標
準
点
検
（
近
接
目
視
、
触
診
、
打
音
そ
の
他
必
要
な
検
査
）
 

□
 
詳
細
点
検
（
測
定
器
具
に
よ
る
構
成
部
材
の
詳
細
な
計
測
、
検
査
）
 

点
 
検

 
個

 
所
 

（
該
当
項
目
に
○
）
 

点
 

検
 

項
 

目
 

（
該
当
項
目
に
○
）

 
異

常
の

有
無

 
所

 
見

 
（
異
常
の
内
容
・
改
善
措
置
の
実
施
状

況
・
管
理
上
の
課
題
等
）

 
(
1
)
基

礎
部

 

・
上

部
構

造
 

傾
斜
・
ぐ

ら
つ

き
・
ひ

び
・
隙

間
・
さ

び
・
老

朽
化

・
そ

の
他

 
有

 
無

 
 

(
2
)
支

持
部

 

接
合

部
材

の
腐

食
・
変

形
・
隙

間
・
破

損
、
ボ

ル
ト

及
び

ビ
ス

等
の

さ
び
・
緩

み
・
欠

落
、
滞

水
、

そ
の

他
 

有
 

無
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（
裏
面
）

 
(
3
)
取

付
部

 

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
及

び
プ

レ
ー

ト
の

変
色
・
変

形
・

破
損

、
溶

接
部

・
コ

ー
キ

ン
グ

の
劣

化
・

は
く

離
、
柱
・
壁
・
ス

ラ
ブ

の
取

付
け

箇
所

及

び
周

辺
の

異
常

、
そ

の
他

 

有
 

無
 

 

(
4
)
表

示
面

 

部
材

の
腐

食
・

破
損

・
剥

離
・

汚
染

・
退

色
・

変
色

等
、
ビ

ス
等

の
欠

落
、
底

部
の

腐
食
・
水

抜
き

孔
の

詰
ま

り
、

滞
水

、
そ

の
他

 

有
 

無
 

 

(
5
)
照

明
部

 

点
灯

・
発

光
の

不
良

、
部

材
の

破
損

・
変

形
・

さ
び

・
滞

水
、

周
辺

機
器

（
分

電
盤

・
配

線
・

変
圧

器
・
ス

イ
ッ

チ
等

）
の

劣
化
・
破

損
、
そ

の
他

 

有
 

無
 

 

(
6
)
そ

の
他

 

付
属

部
品

（
装

飾
・

振
れ

止
め

棒
・

鳥
よ

け
・

そ
の

他
）

の
腐

食
・

破
損

、
避

雷
針

の
腐

食
・

破
損

、
そ

の
他

 

有
 

無
 

 

  ３
 

写
真

（
点

検
結

果
、

改
善

状
況

）
、

所
見

 

写
真

添
付

欄
（

点
検

結
果

、
改

善
状

況
）

 
所

見
等

記
載

欄
 

 
 ◇

箇
所

   ◇
点

検
方

法
 

  ◇
補

修
等

の
状

況
、

安
全

上
の

所
見

 
  

 
 ◇

箇
所

   ◇
点

検
方

法
 

  ◇
補

修
等

の
状

況
、

安
全

上
の

所
見

 
 

※
写
真
の
枚
数
に
よ
り
、
適
宜
、
欄
を
追
加
す
る
こ
と
。
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